
議案第４４号 

   町道路線認定及び廃止の件 

道路法第８条第２項及び第１０条第３項の規定により、次の路線を認定及び廃止し

ようとするものであります。 

 令和５年９月１日提出 

芽室町長 手 島  旭  

 

（１）認定路線 

路線番号 路 線 名 
起 点 

終 点 

４３１ 南町東二条本通 
芽室町東２条南６丁目１番１地先 

芽室町東２条南９丁目１番８地先 

５６８ 鉄南九丁目通 
芽室町東１条南８丁目１番１２地先 

芽室町東２条南９丁目１番５地先 

 

（２）廃止路線 

路線番号 路 線 名 
起 点 

終 点 

４３１ 南町東二条本通 
芽室町東２条南６丁目１番地先 

芽室町東２条南８丁目１番３地先 

５６８ 鉄南九丁目通 
芽室町東１条南８丁目１番１２地先 

芽室町東２条南８丁目２番１２地先 
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参考資料１ 

 

町道路線認定及び廃止の内容 

（単位：ｍ） 

 路線番号 路線名 
認定路線

延長 

廃止路線

延長 
摘  要 

認定 

４３１ 南町東二条本通 

398    

南町開発行為による

宅地造成に伴う町道

路線認定及び廃止 

廃止   381  

認定 

５６８ 鉄南九丁目通 

80    

廃止   106  

     478   487 
・認定 ２路線 

・廃止 ２路線 

 

 

１ 既存の認定路線 593 路線 944,665m 

２ 今回認定路線 2 路線 478m 

３ 今回廃止路線 2 路線 487m 

４ 認定後の路線 593 路線 944,656m 
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町道路線の認定及び廃止の位置図

No.431

No.568

参考資料２

凡 例

廃止路線

認定路線

芽室町浄水場

南町児童公園

南が丘児童公園

北
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